
本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を
記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、上記の事項につき
ましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、お送りする書面には記載してい
ません。

株　主　各　位

第12期定時株主総会招集ご通知に際しての
交付書面への記載を省略した事項

株主資本等変動計算書
個別注記表

株式会社ＣＳ－Ｃ



( 自　2022年10月 1 日
至　2023年 9 月30日 )

（単位：千円）
株主資本

新株予約権 純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備金 その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰
余金

当期首残高 758,185 708,241 50,000 758,241 635,808 635,808 2,152,235 － 2,152,235

当期変動額

新株予約権の発行 － － 1,977 1,977

当期純利益 － 147,901 147,901 147,901 147,901

当期変動額合計 － － － － 147,901 147,901 147,901 1,977 149,879

当期末残高 758,185 708,241 50,000 758,241 783,710 783,710 2,300,136 1,977 2,302,114

株主資本等変動計算書

　（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 1 －



建物 ６年～24年
工具、器具及び備品 ４年～18年

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

建物については定額法、工具、器具及び備品については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　自社利用のソフトウエア　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

（２）引当金の計上基準
　貸倒引当金　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実権績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（３）収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①　店舗におけるニーズ調査から新規客獲得、固定客化までをワンストップで実現するSaaS型統合マーケ
ティングツールである「C-mo」の提供における収益は、主に、各種マーケティングに係わるSaaSプロ
ダクトの利用料により生じます。当該履行義務を充足する通常の時点は、主としてサービス期間に応
じ、一定期間で履行義務を充足すると判断しており、契約締結時に顧客との合意の上で定めた毎月末日
をサービス提供の完了日とし月次で収益を認識して料金を収受しております。

②　デジタルマーケティングに係るプラン策定から、作業代行、効果検証までをトータルサポートするコン
サルティングサービスである「C+」においては、当該履行義務を充足する通常の時点は、主としてサ
ービス期間に応じ、一定期間で履行義務を充足すると判断しており、契約締結時に顧客との合意の上で
定めた毎月末日をサービス提供の完了日とし月次で収益を認識して料金を収受しております。
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２．会計方針の変更に関する注記
　　時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算
定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項
に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって
適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
（１）固定資産の減損

①　当事業年度の計算書類に計上した金額
　有形固定資産　　　  23,189千円
　無形固定資産　　　351,186千円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、固定資産の減損損失の見積りに際し、減損の兆候があると判定された資産又は資産グループに

ついて減損損失の認識の判定を行っており、資産又は資産グループの帳簿価額と、そこから得られる割引
前将来キャッシュ・フローの総額とを比較することにより、減損損失の認識を判定することとしておりま
す。減損の兆候があると判定され、減損損失を認識する必要が生じた場合には、減損損失の計上により翌
事業年度の損益に重要な影響を与える可能性があります。

（２）繰延税金資産の回収可能性
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

　繰延税金資産　　　  20,728千円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っておりま

す。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生
した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金資産の
金額に重要な影響を与える可能性があります。
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４．貸借対照表に関する注記
（１）減価償却累計額

　　　有形固定資産 19,230千円

（２）取締役に対する金銭債権
　　　短期金銭債権   2,122千円
　　　長期金銭債権   1,405千円

５．損益計算書に関する注記
「顧客との契約から生じる収益」は、個別注記表の９.収益認識に関する注記（１）顧客との契約から生じ

る収益を分解した情報に記載しております。

６．株主資本等変動計算書に関する注記
（１）当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式　　6,572,800株

（２）当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数
該当事項はありません。

（３）剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

（４）当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的と
なる株式の種類及び数
該当事項はありません。
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繰延税金資産
貸倒引当金 4,140千円
貸倒損失 3,663千円
法定福利費 3,166千円
事業税 3,494千円
敷金償却 5,586千円
その他 4,341千円

繰延税金資産小計 24,391千円
評価性引当額 △3,663千円

繰延税金資産合計 20,728千円
繰延税金資産の純額 20,728千円

７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

８．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当社は、事業運営上必要な資金以外の余資を短期的な預金に限定して運用しております。また、資金調

達については、短期的な運転資金を銀行借入により調達を行う方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに対しては、取引先ごと

の期日管理及び残高管理を行うとともに、与信管理規程に基づき与信を管理することにより、取引先の信
用状況を把握する体制としております。営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが３ヶ月以内
の支払期日であり流動性リスクが存在します。当該リスクに対しては、月次に資金繰計画を作成するとと
もに、日次で資金残高を把握確認するなどの方法により管理しております。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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貸借対照表計上額
（千円）

時　　　　　　価
（千円）

差　　　　　　額
（千円）

(１) 敷 金 及 び 保 証 金 63,727 62,685 △1,041

(２) 長 期 貸 付 金 2,735 2,735 －

資 産 計 66,462 65,420 △1,041

(１) 長 期 借 入 金 5,018 5,018 －

負 債 計 5,018 5,018 －

1年内 １年超
５年内

５年超
10年内 10年超

現 金 及 び 預 金 2,065,878 － － －

売 掛 金 ( ※ ) 146,160 － － －

敷 金 及 び 保 証 金 － 61,727 － 2,000

長 期 貸 付 金 － 2,735 － －

合 計 2,212,039 64,462 － 2,000

1年内 １年超
５年内

５年超
10年内 10年超

長 期 借 入 金 － 5,018 － －

合 計 － 5,018 － －

（２）金融商品の時価等に関する事項
2023年９月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、短期貸付金、買掛金、１年内返済予定の長期借入
金、未払金、未払法人税等及び未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することか
ら、記載を省略しております。

①　金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：千円）

※　売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

②　長期借入金の決算日後の返済予定額
（単位：千円）
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷 金 及 び 保 証 金 － 62,685 － 62,685

長 期 貸 付 金 － 2,735 － 2,735

資 産 計 － 65,420 － 65,420

長 期 借 入 金 5,018 － 5,018

負 債 計 5,018 － 5,018

（３）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

・時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

※時価の算定に用いた業過技法及びインプットの説明
①　敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを期末から返還までの見積り期間に基づき、国債の
利回り等適切な指標の利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま
す。

②　長期貸付金
長期貸付金の時価は、元利金の合計額を同様の新規貸し付けを行った場合に想定される利率で割り引い

た現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

③　長期借入金
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当事業年度
C-mo 1,629,198
C+ 319,098
デジタル広告運用サービス 479,720
顧客との契約から生じる収益 2,428,016
その他の収益 －
外部顧客への売上高 2,428,016

当事業年度期首残高 当事業年度末残高
顧客との契約から生じた債権
　売掛金 132,557 159,681

契約負債
　前受金及び長期前受金 60,530 106,493

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、
割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。但し、変動金利による長期借
入金については、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
といえることから、当該帳簿価額によっております。

９．収益認識に関する注記
（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、ローカルビジネスDX事業の単一セグメントであり、収容な顧客との契約から生じる収益を分
解した情報は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記（３）収益及び

費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（３）当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

（単位：千円）

　契約負債は、主に顧客から受け取った前受金及び長期前受金に関するものです。契約負債は、収益の
認識に伴い、取り崩されます。
　当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債（前受金及び長期前受金）残高に含まれ
ていた額は32,027千円であります。
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②　残存履行義務に配分した取引価格
当社では残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の簡便法を適用し、当初に予想され

る契約期間から１年以内の契約について注記の対象に含めていません。

10．関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。

11．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たりの純資産額　　　　349円95銭
（２）１株当たりの当期純利益　　　  22円50銭

12．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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